
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する

法律の一部を改正する法律案要綱 

 

１ 在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改める。（別表第一関係） 

 

２ 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。（別表第

二関係） 

 

３ 在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直しを行う。（第六条第四項、

第十七条及び第十八条関係） 

 

４ 在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設する。（第六条第五項及

び第二十条～第二十二条関係） 

 

５ 在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設する。（第六条第七

項、第二十七条及び第二十八条関係） 

 

６ 在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給する。

（第二条第一項及び第三項、第三条並びに第四条関係） 

 

７ 在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育

施設に係る加算額の限度額を改定する。（第二十四条第五項関係） 

 

８ その他所要の改正を行う。 

 

９ 附則 

（１）この法律は、令和八年四月一日から施行する。（附則第一条関係） 

（２）この法律の施行に伴う所要の経過措置について定める。（附則第二条～第

五条関係） 


